
　
　

《
資
料
紹
介
》『
昭
和
十
九
年　

移
動
警
察　

軍
関
係　

国
際
関
係
』

　
　
　
　
　

―
主
に
「
特
別
移
動
警
察
実
施
ニ
付
運
賃
乗
車
証
臨
時
発
給
方
依
頼
ノ
件
」

鈴　

木　

久　

美　

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、『
昭
和
十
九
年　

移
動
警
察　

軍
関
係　

国
際
関
係
』（
以
下
、『
昭
和
十
九
年
資
料
』
と
す
る
）
と
い
う
簿
冊
の
中
の
「
移

動
警
察
」
に
収
録
し
て
あ
る
、
「
警
保
局
行
警
発
乙
第
一
号　

昭
和
二
十
年
十
一
月
九
日　

内
務
省
警
保
局
長　

運
輸
省
鉄
道
総
局

業
務
局
長
殿　

規
程
第
五
十
條
ニ
依
リ
申
出
ノ
通
交
付
相
成
可　

特
別
移
動
警
察
実
施
ニ
付
運
賃
乗
車
証
臨
時
発
給
方
依
頼
ノ
件
」

（
以
下
、
「
特
別
移
動
警
察
」
と
す
る
）
の
部
分
を
紹
介
す
る
。
「
特
別
移
動
警
察
」
は
、
天
皇
が
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
二
日
か
ら

十
五
日
ま
で
の
四
日
間
行
幸
す
る
に
あ
た
り
、
警
備
に
必
要
な
警
察
官
の
臨
時
乗
車
証
発
行
を
申
請
す
る
書
類
関
連
の
資
料
で
あ
る
。

　

「
特
別
移
動
警
察
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
昭
和
十
九
年
資
料
』
は
、
筆
者
が
約
十
八
年
前
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
「
鉄
道
」
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
簿
冊
の
他
に
も
「
鉄
道
」
に

関
す
る
簿
冊
が
十
七
冊
（
段
ボ
ー
ル
箱
約
二
個
分
）
あ
り
、『
昭
和
十
九
年
資
料
』
は
そ
の
中
の
一
冊
で
あ
る
。
『
昭
和
十
九
年
資
料
』

を
含
め
た
十
八
冊
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
本
稿
最
後
に
「
鉄
道
文
書
関
係
」
リ
ス
ト
と
し
て
各
簿
冊
名
も
記
し
て
あ
げ
て
お
く
。

－ 25 －



な
お
、
紹
介
す
る
資
料
は
基
本
的
な
資
料
で
あ
る
が
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
当
時
の
状
況
、

た
と
え
ば
、
「
四　

お
わ
り
に
」
で
あ
げ
た
『
昭
和
天
皇
実
録　

第
九
』
（
宮
内
庁
、
東
京
書
籍
発
行
、
平
成
二
十
八
年
）
や
、
『
木

戸
幸
一
日
記　

下
巻
』
（
木
戸
幸
一
著
、
木
戸
日
記
研
究
会
代
表
岡
義
武
、
東
京
大
学
出
版
会
発
行
、
一
九
八
七
年
）
に
つ
い
て
少

し
で
も
補
完
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　
　

　
　
　

二　

「
移
動
警
察
」
資
料
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
移
動
警
察
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
昭
和
十
九
年
資
料
』
の
簿
冊
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
こ
の
簿
冊
は
厚
さ
約
二
セ
ン
チ
、

Ｂ
五
版
の
大
き
さ
で
あ
る
。
表
紙
に
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
『
十
九
年　

移
動
警
察　

軍
関
係　

国
際
関
係
』
と
記
載
さ
れ
て
お

り
、
表
紙
を
め
く
る
と
目
次
と
い
う
記
載
は
な
い
が
、
「
一　

移
動
警
察　

二　

内
地
鉄
道
司
令
部　

三　

憲
兵
隊　

四　

軍
関
係

（
其
の
他
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
簿
冊
に
は
頁
数
は
な
く
、
表
紙
も
含
め
て
収
録
し
て
あ
る
資
料
の
記
述
（
押
印
は
除
く
）
は
手
書

き
で
あ
る
。

　

次
に
「
移
動
警
察
」
の
部
分
を
見
る
と
、
こ
こ
に
あ
る
資
料
は
、
「
内
務
省
警
保
局
」
か
ら
「
運
輸
省
鉄
道
総
局
」
宛
て
に
出
さ

れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
年
」
は
昭
和
二
十
年
と
あ
る
。
内
容
は
「
件
名
」
を
見
る
と
大
き
く
二
つ
に

分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
目
の
件
名
は
、
「
移
動
警
察
官
及
鮮
人
移
動
防
止
臨
時
移
動
警
察
官
用
持
参
人
式
定
期
乗
車

証
書
替
交
付
並
ニ
臨
時
乗
車
証
引
続
キ
交
付
方
ニ
関
ス
ル
件
」
で
あ
る
。
二
つ
目
の
件
名
は
、「
一　

は
じ
め
に
」
の
中
で
述
べ
た
「
特

別
移
動
警
察
」
で
あ
る
。
こ
の
「
特
別
移
動
警
察
」
の
部
分
を
、こ
の
後
の
「
三　

「
特
別
移
動
警
察
」
の
概
要
と
翻
刻
」
で
紹
介
す
る
。

　

最
後
に
基
本
的
な
こ
と
と
し
て
確
認
し
て
お
く
。
本
稿
で
紹
介
す
る
資
料
は
「
一　

は
じ
め
に
」
の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
鉄

道
」
関
係
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
述
べ
た
「
運
輸
省
鉄
道
総
局
」
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
「
鉄
道
」
に
関

す
る
行
政
組
織
の
変
遷
を
見
て
お
い
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
『
運
輸
省
五
十
年
史
』
（
編
集
・
発
行　

運
輸

－ 26 －



省
五
十
年
史
編
纂
室
、
平
成
十
一
年
発
行
、
六
一
九
頁
～
六
五
〇
頁
）
よ
り
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

　

明
治
三
年
三
月
に
大
蔵
省
鉄
道
掛
が
設
置
さ
れ
て
以
後
、
工
部
省
鉄
道
寮
、
内
務
省
駅
逓
寮
と
な
り
、
明
治
十
年
に
な
る
と
鉄
道

寮
廃
止
に
伴
い
工
部
省
鉄
道
局
と
な
り
、
そ
の
後
逓
信
省
鉄
道
局
と
変
遷
し
た
。
明
治
二
十
三
年
に
は
鉄
道
局
を
鉄
道
庁
と
改
称
し
、

明
治
三
十
九
年
三
月
に
は
鉄
道
が
国
有
化
さ
れ
た
。
以
後
、
明
治
四
十
一
年
に
鉄
道
院
が
設
置
さ
れ
、
大
正
九
年
に
は
鉄
道
省
に
昇

格
し
た
。
昭
和
十
八
年
十
一
月
に
は
鉄
道
省
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
運
輸
通
信
省
鉄
道
総
局
と
な
り
、
昭
和
二
十
年
五
月
に
運
輸
省

鉄
道
総
局
と
な
っ
た
。

　
　
　

 

三　

「
特
別
移
動
警
察
」
の
概
要
と
翻
刻

　

「
一　

は
じ
め
に
」
の
中
に
記
し
た
「
特
別
移
動
警
察
」
の
件
名
を
見
る
と
、
内
務
省
警
保
局
側
か
ら
運
輸
省
鉄
道
総
局
に
対
し

て
特
別
に
移
動
す
る
た
め
の
乗
車
証
を
臨
時
に
発
行
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
は
、
天
皇
が
昭
和
二
十
年

十
一
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
行
幸
す
る
た
め
と
あ
る
。
続
け
て
「
特
別
移
動
警
察
」
を
見
る
と
、
臨
時
乗
車
証
を
発
行
す
る
た

め
の
簡
単
な
理
由
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
Ａ
）「
依
頼
文
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、（
Ｂ
）「
記
」
と
書
か
れ
た
「
庁
府
県
」・「
乗
車
期
間
」・

「
乗
車
証
枚
数
」・「
業
務
区
間
」
な
ど
の
項
目
に
分
か
れ
た
表
、（
Ｃ
）「
御
日
程
」（
「
極
秘
」
の
押
印
あ
り
）
、（
Ｄ
）「
理
由
書
」
、（
Ｅ
）「
主

要
府
県
列
車
及
駅
構
内
（
昭
和
十
八
、
九
年
比
較
）
犯
罪
調
（
掏
模
、
置
引
、
其
他
）
」
な
ど
が
記
さ
れ
た
表
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
含
む
「
特
別
移
動
警
察
」
の
分
量
は
、
二
十
四
頁
分
あ
り
縦
書
き
と
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
当
時
の
新
聞
を
見
る
と
、
天
皇
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
行
幸
を
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
た

と
え
ば
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
三
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
に
は
、
「
天
皇
陛
下
伊
勢
に
行
幸　

畏
し
戦
災
の
民
草
に
大
御
心
」
と

い
う
見
出
し
記
事
で
、
天
皇
の
写
真
入
り
で
行
幸
の
様
子
を
報
じ
て
い
る
。
翌
日
の
十
四
日
（
『
朝
日
新
聞
』
）
は
、
「
伊
勢
の
神
宮

御
親
拝　

畏
し
・
終
戦
を
御
奉
告
」
、
行
幸
最
終
日
に
あ
た
る
十
五
日
（
『
朝
日
新
聞
』
）
は
、
「
両
山
陵
に
御
参
拝　

憲
法
改
正
御
着
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手
も
御
奉
告　

け
ふ
還
幸
の
御
途
へ
」
と
い
う
見
出
し
記
事
も
あ
り
、
天
皇
は
十
五
日
の
朝
、
京
都
駅
を
出
発
し
て
東
京
へ
戻
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
こ
の
「
特
別
移
動
警
察
」
の
（
Ａ
）
、（
Ｂ
）
、（
Ｃ
）
、（
Ｄ
）
、（
Ｅ
）
す
べ
て
の
部
分
を
以
下
に
記
し
て
紹
介
す
る
。

　

［
凡
例
］

（
一
）
「
特
別
移
動
警
察
」
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
一
部
修
正
を
加
え
た

箇
所
も
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。

（
二
）
□
は
原
文
に
お
い
て
判
読
不
明
の
文
字
を
示
す
。

（
三
）
「
三　

「
特
別
移
動
警
察
」
の
概
要
と
翻
刻
」
」
に
限
ら
ず
本
稿
で
使
用
す
る
資
料
に
は
、
侮
蔑
的
・
差
別
的
な
意
味
合
い

を
示
す
表
現
が
あ
る
が
、
当
時
の
資
料
的
表
現
と
い
う
こ
と
か
ら
、
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
ま
た
、
「
年
」
の
表
記
は
す

べ
て
元
号
と
し
た
。

（
四
）
前
述
に
あ
る
（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
の
英
字
は
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
筆
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

（
Ａ
）
「
依
頼
文
」

　

警
保
局
行
警
発
乙
第
一
号

　
　

昭
和
二
十
年
十
一
月
九
日

　
　
　
　
　

総
務
課
長　
　
　
　

内
務
省
警
保
局
長

　

長
官

　

運
輸
省
鉄
道
総
局
業
務
局
長
殿
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規
程
第
五
十
條
ニ
依
リ
申
出
ノ
通
交
付
相
成
可

　
　
　
　

特
別
移
動
警
察
実
施
ニ
付
運
賃
乗
車
証
臨
時
発
給
方
依
頼
ノ
件

　

天
皇
陛
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ
テ
ハ
今
回
関
西
方
面
ヘ
行
幸
遊
バ
サ
ル
ゝ
コ
ト
ゝ
相
成
候
処
終
戦
後
ノ
各
種
事
態
ニ
鑑
ミ
之
ガ
警
衛
ノ

萬
全
ヲ
期
ス
ル
為
□
係
庁
府
県
ヲ
シ
テ
特
別
移
動
警
察
ヲ
強
化
実
施
致
サ
セ
度
候
ニ
付
テ
ハ
特
別
ノ
御
配
意
ヲ
以
テ
右
記
運
賃
乗
車

券
ヲ
臨
時
発
給
方
相
□
度
此
段
及
御
依
頼
候
也

　

（
Ｂ
）
「
記
」

庁
府
県

乗　

車　

期　

間

乗
車
証

枚　

数

業　

務　

区　

間

三　

重

自　

十
一
月
十
一
日

至　

十
一
月
十
五
日

十
五

関

西

線　

名
古
屋
―
奈　

良
間

參

宮

線　

亀　

山
―
鳥　

羽
間

草

津

線　

草　

津
―
拓　

植
間

静　

岡

自　

十
一
月
十
一
日

至　

十
一
月
十
五
日

十
〇

東
海
道
線　

国
府
津
―
豊　

橋
間

滋　

賀

自　

十
一
月
十
一
日

至　

十
一
月
十
五
日

五

東
海
道
線　

米　

原
―
関
ケ
原
間

　
　
　
　
　

米　

原
―
京　

都
間

草

津

線　

拓　

植
―
京　

都
間

愛　

知

自　

十
一
月
十
一
日

至　

十
一
月
十
五
日

九四四

東
海
道
線　

岐　

阜
―
浜　

松
間

関

西

線　

名
古
屋
―
桑　

名
間

中

央

線　

名
古
屋
―
多
治
見
間



　

（
Ｃ
）
「
御
日
程
」

　
　
　
　
　
　
　
　

御
日
程

極
秘
　
　

十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前　

七
時
五
十
分　
　
　
　

御
出
門

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

八
時　
　
　
　
　
　
　

東
京
駅　

御
発
車

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後　

五
時
十
分　
　
　
　
　

山
田
駅　

御
着
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
宮
御
在
所　

御
駐
車

　
　
　
　
　

十
一
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
受
大
神
宮　
　
　
　

皇
大
神
宮
御
参
拝

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後　

一
時
十
分　
　
　
　
　

内
宮
行
在
所
発
御

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

一
時
三
十
分　
　
　
　

山
田
駅
御
発
車

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

四
時
四
十
分　
　
　
　

京
都
駅
御
着
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
大
宮
御
所　

御
駐
車

　
　
　
　
　

十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前　

九
時
三
十
五
分　
　
　

京
都
大
宮
御
所
御
出
門

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

九
時
五
十
分　
　
　
　

京
都
駅
御
発
車

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

十
一
時
三
十
分　
　
　

畝
傍
駅
御
着
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
武
天
皇
山
陵
御
参
拝

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
時　
　
　
　
　
　
　
　

畝
傍
駅
御
発
車

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

二
時
三
十
分　
　
　
　

桃
山
駅
御
着
車
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明
治
天
皇
山
陵
御
参
拝
還
御

　
　
　
　
　

十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前　

八
時
五
分　
　
　
　
　

京
都
大
宮
御
所
御
出
門

　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

八
時
二
十
分　
　
　
　

京
都
駅
御
発
車

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後　

五
時
二
十
五
分　
　
　

東
京
駅
御
着
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

還　
　
　
　
　

行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
発
着
割

　
　
　

第
一
日　
　

（
東
京
―
山
田
）

　
　
　
　

前　
　

七
・
五
〇　
　

御
出
門　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
一
〇
）

　
　
　
　

前　
　

八
・
一
〇　
　

東
京
駅
御
発
車　

宮
廷
列
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
車
中
拝
謁
ナ
シ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
途
中
停
車
駅
（
車
窓
拝
謁
ナ
シ
）

　
　
　
　

前　

一
〇
・
〇
〇　
　

沼
津
駅

　
　
　
　
　
　

一
〇
・
〇
六

　
　
　
　

後　
　

〇
・
二
一　
　

浜
松
駅

　
　
　
　
　
　
　

〇
・
二
七

　
　
　
　

後　
　

二
・
一
六　
　

名
古
屋
駅

　
　
　
　
　
　
　

二
・
二
二

　
　
　
　

後　
　

三
・
四
三　
　

亀
山
駅
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三
・
四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇　

汽
車
中
御
昼
餐

　
　
　
　

後　
　

五
・
一
〇　
　

山
田
駅
後
発
車　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

後　
　

五
・
三
〇　
　

内
宮
行
在
所
着
御

第
二
日　
　

（
神
宮
御
参
拝
―
京
都
）

　
　
　
　

前　
　

八
・
四
〇　
　

内
宮
行
在
所
発
御　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
二
〇
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
〇
〇　
　

外
宮
行
在
所
着
御

○ 

御
休
憩
（
・
三
〇
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
三
〇　
　

外
宮
行
在
所
発
御　
　

特
別
列
車
（
・
〇
五
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
三
五　
　

御
下
乗
所
着
御

　
　
　
　
　
　

豊
受
大
神
宮
御
参
拝
（
・
二
〇
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
五
五　
　

御
下
乗
所
発
御　

特
別
御
列
（
・
〇
五
）

　
　
　
　

前　

一
〇
・
〇
〇　
　

外
宮
行
在
所
着
御

○ 

御
休
憩
（
・
〇
五
）

　
　
　
　

前　

一
〇
・
〇
五　
　

外
宮
行
在
所
発
御　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
二
〇
）

　
　
　
　

前　

一
〇
・
二
五　
　

内
宮
行
在
所
着
御

○ 

御
休
憩
（
・
二
五
）

　
　
　
　

前　

一
一
・
二
七　
　

内
宮
行
在
所
発
御　
　

特
別
御
列
（
・
〇
七
）

　
　
　
　

前　

一
一
・
三
四　
　

御
下
乗
所
着
御
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皇
大
神
宮
御
参
拝
（
・
二
〇
）

　
　
　
　

前　

一
一
・
五
四　
　

御
下
乗
所
発
御　
　
　

特
別
御
列
（
・
〇
七
）

　
　
　
　

前　

一
二
・
〇
〇　
　

内
宮
行
在
所
着
御

○ 

御
昼
餐

　
　
　
　
　
　

（
一
・
二
六
）

○ 

御
休
憩　

　
　
　
　

後　
　

一
・
一
〇　
　

内
宮
行
在
所
発
御　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
二
〇
）

　
　
　
　

後　
　

一
・
三
〇　
　

山
田
駅
御
発
車　
　

宮
廷
列
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
車
中
拝
謁
ナ
シ
）

○ 

途
中
御
停
車
駅

　
　
　
　

後　
　

二
・
五
四　
　

亀
山
駅

　
　
　
　
　
　
　

二
・
五
八

　
　
　
　

後　
　

三
・
三
一　
　

柘
植
駅

　
　
　
　
　
　
　

三
・
三
三

　
　
　
　

後　
　

四
・
四
〇　
　

京
都
駅
御
着
車　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
一
五
）

　
　
　
　

後　
　

四
・
五
五　
　

京
都
大
宮
御
所
着
御

第
三
日　
　

（
京
都
―
畝
傍
―
桃
山
―
京
都
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
三
五　
　

京
都
大
宮
御
所
御
出
門　

略
式
自
動
車
鹵
簿
（
・
一
五
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
五
〇　
　

京
都
駅
御
発
車　

宮
廷
列
車
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前　

一
〇
・
五
〇　
　

奈
良
駅

　
　
　
　
　
　

一
〇
・
五
二

　
　
　
　

前　

一
一
・
三
〇　
　

畝
傍
駅
御
着
車　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

前　

一
一
・
四
〇　
　

陵
所
御
休
所
着
御

○ 

御
休
憩

　
　
　
　

前　

一
一
・
五
〇　
　

陵
所
御
休
所
発
御

　
　
　
　
　
　

神
武
天
皇
山
陵
御
参
拝

　
　
　
　
　
　

一
二
・
〇
〇　
　

陵
所
御
休
所
着
御

○ 

御
昼
餐

○ 

御
休
憩

　
　
　
　

後　
　

〇
・
五
〇　
　

陵
所
御
休
所
発
御　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

後　
　

一
・
〇
〇　
　

畝
傍
駅
御
発
車　
　

宮
廷
列
車

　
　
　
　

後　
　

二
・
三
〇　
　

桃
山
駅
御
着
車　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

後　
　

二
・
三
五　
　

陵
所
御
休
所
着
御

○ 

御
休
憩

　
　
　
　

後　
　

二
・
四
五　
　

陵
所
御
休
所
発
御

　
　
　
　
　
　

明
治
天
皇
山
陵
御
参
拝

　
　
　
　

後　
　

三
・
一
〇　
　

陵
所
御
休
所
発
御　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

後　
　

三
・
四
〇　
　

京
都
大
宮
御
所
着
御
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第
四
日　
　

（
京
都
―
東
京
）

　
　
　
　

前　
　

八
・
〇
五　
　

京
都
大
宮
御
所
御
出
門　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　

前　
　

八
・
二
〇　
　

京
都
駅
御
発
車　
　

宮
廷
列
車

○ 

車
中
拝
謁

○ 

途
中
御
停
車
駅
（
車
窓
拝
謁
ナ
シ
）

　
　
　
　

前　
　

九
・
三
一　
　

米
原
駅

　
　
　
　
　
　
　

九
・
三
七

　
　
　
　

前　

一
一
・
〇
五　
　

名
古
屋
駅

　
　
　
　
　
　

一
一
・
一
一

　
　
　
　

後　
　

〇
・
五
九　
　

浜
松
駅

　
　
　
　
　
　
　

一
・
〇
五

　
　
　
　

後　
　

三
・
一
九　
　

沼
津
駅

　
　
　
　
　
　
　

三
・
二
五

○ 

汽
車
中
御
昼
餐

　
　
　
　

後　
　

五
・
二
五　
　

東
京
駅
御
着
車　
　

略
式
自
動
車
鹵
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

還　
　
　

幸

　

（
Ｄ
）
「
理
由
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
由
書

列
車
内
及
停
車
場
構
内
ノ
犯
罪
状
況
ハ
昭
和
十
八
年
ニ
於
テ
発
生
総
件
数
一
四´
六
九
一
件
ニ
シ
テ
支
那
事
変
発
生
前
ノ
昭
和
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十
一
年
ハ
三´

六
七
二
件
ニ
比
シ
約
四
倍
ニ
増
加
シ
居
ル
実
情
ニ
シ
テ
昨
十
九
年
ニ
於
ケ
ル
全
国
被
害
者
状
況
ハ
未
ダ
詳
カ

ナ
ラ
ザ
ル
モ
警
視
庁
外
九
庁
府
県
（
別
紙
参
照
）
ニ
於
ケ
ル
状
況
ヲ
見
ル
ニ
掏
模
、
置
引
、
其
他
ノ
犯
罪
発
生
件
数
ハ
一
一´

五
九
九
件
ニ
シ
テ
折
モ
学
臣
一
致
戦
争
完
逐
ニ
邁
進
シ
ツ
ゝ
ア
リ
シ
ニ
拘
ラ
ズ
、
犯
罪
発
生
状
況
ハ
聊
カ
ノ
低
調
ヲ
来
サ
ザ
ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
其
届
出
ハ
一
部
ニ
過
ギ
ズ
、
実
犯
罪
ニ
於
テ
ハ
寧
ニ
漸
増
ノ
傾
向
ニ
ア
リ
タ
リ
。

又
其
ノ
事
犯
ノ
内
容
ヲ
見
ル
ニ
戦
争
下
ニ
於
ケ
ル
疎
開
其
他
貨
客
ノ
転
居
ト
一
般
臣
民
生
活
ノ
逼
迫
化
ニ
付
キ
偶
発
的
盗
犯
ノ
傾

向
多
ク
、
一
面
戦
争
ノ
長
期
化
ニ
付
ク
道
徳
心
ノ
頽
廃
ノ
兆
認
メ
ラ
レ
初
犯
者
ノ
犯
行
ニ
依
ル
モ
ノ
亦
増
加
ノ
状
況
ニ
シ
テ
其
内

容
特
ニ
深
刻
化
シ
ツ
ゝ
ア
ル
状
況
ナ
リ
。

尚
其
被
害
額
ニ
於
テ
モ
著
シ
ク
増
大
シ
誠
ニ
警
視
庁
ニ
於
ケ
ル
本
年
一
月
以
降
六
月
迄
ノ
此
ノ
列
車
犯
罪
被
害
数
検
挙
状
況
ヲ
調

査
セ
ル
結
果
ニ
依
レ
バ

　
　
　
　
　

被
害　
　
　
　

八
四
四
件

　
　
　
　
　

被
害
額　
　
　

五
千
九
百
六
十
四
万
九
千
四
百
八
十
一
円

ノ
巨
額
ニ
達
シ
居
ル
状
況
ナ
リ
。

右
ニ
対
シ
警
察
ト
シ
テ
ハ
戦
争
下
ニ
於
ケ
ル
情
勢
ノ
発
生
悪
条
件
ニ
堪
ヘ
、
極
力
其
ノ
傍
口
検
挙
ニ
努
メ
ツ
ゝ
ア
ル
ガ
、
昨
年
中

ニ
於
ケ
ル
後
記
主
要
府
県
ノ
検
挙　

状
況
ヲ
見
ル
ニ
、
六´

七
〇
二
件
ニ
シ
テ
後
述
ノ
如
キ
列
車
内
及
駅
構
内
ニ
於
ケ
ル
異
常

ナ
ル
混
雑
ト
警
察
ノ
時
局
的
事
務
ノ
激
務
ノ
為　

検
察
部
面
ニ
於
ケ
ル
活
動
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
リ
シ
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
各
庁
府
県
共

ニ
努
力
ヲ
傾
ケ
警
視
庁
ノ
例
ニ
見
ル
モ
其
ノ
検
挙
ハ
発
生
総
件
数　

八
四
四
件
ニ
対
シ
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六
三
六
件
（
検
挙
率
七
割
五
分
）

　
　
　
　
　

被
害
額　
　

九
百
二
十
万
六
千
六
百
四
十
九
円

ニ
上
ル
状
況
ニ
シ
テ
移
動
警
察
此
度
ノ
運
営
如
何
ハ
□
□
犯
罪
ノ
防
遏
ニ
至
大
ノ
影
響
ア
リ
如
何
ニ
旅
客
ノ
保
護
上
主
要
ナ
ル
カ

ラ
容
易
ニ
推
測
シ
得
ラ
ル
ゝ
要
ナ
リ
。

而
シ
テ
今
後
ニ
於
ケ
ル
犯
罪
ハ
戦
争
終
結
ニ
伴
フ
失
業
者
ノ
犯
罪
、
食
糧
難
ノ
逼
迫
ニ
伴
フ
生
活
苦
ヲ
煽
リ
思
想
的
ニ
モ
物
質
的

ニ
モ
愈
々
犯
罪
ノ
激
増
ガ
予
想
サ
レ
加
エ
ル
ニ
連
合
軍
ノ
進
駐
区
域
ノ
拡
大
並
外
国
人
等
ノ
来
往
益
々
雑
務
ヲ
加
ヘ
列
車
治
安
ハ

単
ニ
国
内
問
題
タ
ル
ニ
止
ラ
ズ
、
延
テ
ハ
我
国
ノ
信
ヲ
世
界
ニ
問
ハ
ル
ゝ
国
際
的
主
要
課
題
ニ
シ
テ
大
ニ
シ
テ
ハ
、
国
運
ヲ
左
右

ス
ル
緊
要
性
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
之
ガ
犯
罪
防
遏
検
挙
ハ
移
動
警
察
ニ
課
セ
ラ
レ
タ
ル
重
大
使
命
ニ
シ
テ
、
益
々
其
機
能
ノ
充
実
強

化
ヲ
図
ル
ノ
要
切
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
。

前
以
テ
内
務
省
ニ
於
テ
モ
既
ニ
本
省
機
構
ノ
強
化
ヲ
図
リ
又
地
方
ニ
於
ケ
ル
□
事
警
察
機
構
ノ
拡
充
強
化
、
□
事
警
察
ノ
運
営
ニ

万
全
ヲ
期
ス
ベ
ク
目
下
着
ニ
進
捗
中
ニ
ア
リ
。

而
シ
テ
現
在
移
動
警
察
及
乗
車
証
ハ
定
期
券
一
九
〇
枚
ノ
外
支
那
事
変
発
生
当
時
臨
時
乗
車
証
五
十
九
枚
ノ
増
発
ヲ
受
ケ
戦
時
下

ノ
犯
罪
防
止
検
挙
ニ
努
力
シ
来
レ
ル
処
ナ
ル
ガ
今
次
戦
争
終
結
ニ
ヨ
ル
ト
雖
モ
国
内
ノ
治
安
情
勢
ハ
聊
モ
好
転
セ
ズ
。
却
ッ
テ
犯

罪
ハ
前
述
ノ
如
ク
激
増
ヲ
予
想
セ
ラ
ル
ゝ
状
況
ニ
シ
テ
国
内
治
安
維
持
、
就
中
列
車
犯
罪
ノ
防
遏
検
挙
ハ
益
々
重
要
性
ヲ
加
ヘ
更

ニ
強
化
、
拡
充
ノ
要
ア
ル
ヲ
認
メ
ラ
ル
ゝ
処
ニ
シ
テ
更
ニ
定
期
乗
車
証
ノ
増
発
ヲ
御
依
頼
致
度
キ
モ
差
当
リ
右
臨
時
乗
車
証
ヲ
尚

引
続
キ
発
行
方
御
取
計
ヒ
相
成
度

　

（
Ｅ
）
「
主
要
府
県
列
車
及
駅
構
内
（
昭
和
十
八
、
九
年
比
較
）
犯
罪
調
（
掏
模
、
置
引
、
其
他
）
」
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主
要
府
県
列
車
及
駅
構
内
（
昭
和
十
八
、
九
年
比
較
）

犯
罪
調
（
掏
模
、
置
引
、
其
他
）

庁

県

別
・

種
別
・
年
別

照
和
十
八
年

昭
和
十
九
年

警
視
庁

発
生
件
数

検
挙
件
数

六´

九
八
四

二´

九
九
〇

四´

九
五
四

一´

九
二
九

大　

阪

発
生
件
数

検
挙
件
数

一´

七
六
一

七
七
八

二´

八
四
〇

一´

一
九
六

愛　

知

発
生
件
数

検
挙
件
数

八
一
八

六
八
三

一´

一
〇
四

六
九
九

神
奈
川

発
生
件
数

検
挙
件
数

四
八
八

一
八

一
八

兵　

庫

発
生
件
数

検
挙
件
数

四
七
二

四
二
四

七
六
〇

七
九
〇

福　

岡

発
生
件
数

検
挙
件
数

六
六
四

四
九
六

八
七
五

一´

一
一
一
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北
海
道

発
生
件
数

検
挙
件
数

四
五
七

二
九
三

五
七
二

四
四
六

長　

崎

発
生
件
数

検
挙
件
数

三
八

五
九

六
八

一
七
八

山　

口

発
生
件
数

検
挙
件
数

五
七

八
二

四
四

八
四

広　

島

発
生
件
数

検
挙
件
数

三
一
六

二
三
五

三
六
四

二
五
一

合　

計

発
生
件
数

検
挙
件
数

一
一´
五
七
一

六´
一
二
八

一
一´

五
九
九

六´

七
〇
二

　
　
　

四　

お
わ
り
に

　

「
三　

「
特
別
移
動
警
察
」
の
概
要
と
翻
刻
」
」
の
中
で
紹
介
し
た
「
（
Ｃ
）
「
御
日
程
」
」
に
、
内
容
を
も
う
少
し
付
け
加
え
る
こ
と

で
結
び
と
し
た
い
。

　

『
昭
和
天
皇
実
録　

第
九
』
（
宮
内
庁
、
東
京
書
籍
発
行
、
平
成
二
十
八
年
、
八
七
八
頁
～
八
八
二
頁
）
を
見
る
と
、
昭
和
二
十
年

十
一
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
行
幸
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
十
一
月
十
二
日
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
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り
、
「
（
Ｃ
）
「
御
日
程
」
」
と
も
符
合
す
る
。

「
十
二
日　

月
曜
日　

神
宮
及
び
山
稜
に
戦
争
終
息
を
御
奉
告
の
た
め
、
本
日
よ
り
十
五
日
ま
で
三
重
・
奈
良
両
県
下
並
び
に

京
都
府
に
行
幸
さ
れ
る
。
こ
の
日
、
新
た
に
制
定
の
天
皇
服
に
最
高
勲
章
を
佩
用
さ
れ
、
午
前
七
時
五
十
分
御
出
門
に
な
る
。

従
来
行
幸
に
際
し
て
御
料
車
に
同
乗
の
剣
璽
は
、
こ
の
日
よ
り
侍
従
が
捧
持
し
、
第
一
供
奉
車
に
奉
じ
ら
れ
る
。
八
時
、
東
京

駅
を
御
発
車
に
な
り
、
車
中
に
内
大
臣
木
戸
幸
一
を
お
召
し
な
り
。
四
十
分
に
わ
た
り
謁
を
賜
う
。
暫
時
の
後
、
宮
内
大
臣
石

渡
荘
太
郎
、
ま
た
内
務
大
臣
堀
切
善
次
郎
・
運
輸
大
臣
田
中
武
雄
以
下
の
行
幸
関
係
者
に
謁
を
賜
う
。
静
岡
・
豊
橋
・
四
日
市

付
近
に
お
い
て
御
召
列
車
を
徐
行
せ
し
め
、
車
窓
よ
り
戦
災
跡
を
御
覧
に
な
る
。
午
後
五
時
十
分
、
山
田
駅
に
御
着
車
に
な
り
、

同
三
十
分
、
内
宮
行
在
所
に
着
御
さ
れ
る
。
」

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
幸
に
同
行
し
た
関
係
者
の
中
に
は
内
大
臣
木
戸
幸
一
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
『
木
戸
幸

一
日
記　

下
巻
』
（
木
戸
幸
一
著
、
木
戸
日
記
研
究
会
代
表
岡
義
武
、
東
京
大
学
出
版
会
発
行
、
一
九
八
七
年
、
一
二
四
九
頁
～

一
二
五
〇
頁
）
よ
り
、
行
幸
が
行
わ
れ
た
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

　
　

十
一
月
十
二
日
（
月
）
晴

天
皇
陛
下
に
は
終
戦
御
奉
告
の
為
め
、
神
宮
、
山
稜
御
親
拝
仰
出
さ
れ
、
本
日
御
出
発
被
遊
。

午
前
七
時
出
仕
。

午
前
七
時
五
十
分
御
出
門
。
供
奉
す
。

八
時
半
よ
り
九
時
十
分
迄
、
車
中
に
て
拝
謁
す
。

五
時
十
分
山
田
着
、
内
宮
行
在
所
に
御
駐
車
、
余
等
は
鮓
久
（
水
月
楼
）
に
宿
泊
す
。
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小
林
［
千
秋
］
知
事
に
、
古
山
［
丈
夫
］
警
察
部
長
の
来
訪
を
受
く
。
沿
道
の
奉
迎
者
の
奉
迎
振
り
は
、
何
等
の
指
示
を

今
囘
は
な
さ
ゞ
り
し
に
不
拘
、
敬
礼
の
態
度
等
は
自
然
の
内
に
慎
あ
り
、
如
何
に
も
日
本
人
の
真
の
姿
を
見
た
る
が
如
き

心
地
し
て
、
大
に
意
を
強
ふ
し
た
り
。

　
　

十
一
月
十
三
日
（
火
）
晴
れ

午
前
八
時
出
仕
。

八
時
四
十
分
、
内
宮
行
在
所
御
出
門
、
外
宮
行
在
所
へ
。

九
時
半
、
外
宮
に
御
親
拝
。
十
時
五
分
発
御
、
内
宮
行
在
所
へ
。

十
一
時
二
十
七
分
御
発
、
内
宮
に
御
親
拝
。

一
時
十
分
、
内
宮
行
在
所
発
御
、
一
時
半
、
山
田
駅
御
発
車
、
京
都
に
向
は
せ
ら
る
。
四
時
四
十
分
、
京
都
駅
御
着
、
同

五
十
五
分
、
大
宮
御
所
に
著
御
被
遊
。

六
時
、
柊
屋
旅
館
に
入
り
宿
泊
す
。

此
日
快
晴
無
風
、
真
に
行
幸
日
和
な
り
き
。

　
　

十
一
月
十
四
日
（
水
）
雨

午
前
九
時
三
十
五
分
御
出
門
、
京
都
駅
よ
り
汽
車
に
て
、
十
一
時
半
、
畝
傍
御
着
、
十
一
時
五
十
分
、
神
武
天
皇
山
稜
に

御
親
拝
被
遊
。

一
時
、
畝
傍
御
発
車
、
二
時
半
、
桃
山
御
着
、
二
時
四
十
五
分
、
明
治
天
皇
山
稜
に
御
親
拝
。
三
時
十
分
御
発
、
自
動
車

に
て
京
都
大
宮
御
所
に
三
時
四
十
分
還
幸
。

四
時
半
、
土
手
町
木
戸
邸
を
訪
ひ
久
闊
を
叙
し
、
夕
食
の
御
馳
走
に
な
り
、
八
時
帰
宿
す
。
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十
一
月
十
五
日
（
木
）
雨
後
晴

午
前
八
時
五
分
御
出
門
、
八
時
二
十
分
京
都
駅
御
発
、
還
幸
の
途
に
就
か
せ
ら
る
。

五
時
二
十
五
分
東
京
駅
御
着
、
還
幸
。

斯
く
て
無
事
御
親
拝
を
終
ら
せ
ら
る
。
真
に
幸
慶
な
り
。
臣
民
の
態
度
掬
す
べ
き
も
の
あ
り
。
大
に
安
心
す
。

五
郎
君
来
訪
、
夕
食
を
共
に
す
。

◇
「
鉄
道
文
書
関
係
」
リ
ス
ト

　

「
一　

は
じ
め
に
」
の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
鉄
道
文
書
関
係
」
の
簿
冊
は
十
八
冊
あ
る
。
ま
ず
、
［
一
］
、
「
鉄
道
省
文
書
」

と
い
う
簿
冊
が
十
一
冊
（
①
～
⑪
）
あ
り
、
昭
和
十
五
年
～
十
六
年
に
退
職
し
た
職
員
に
「
無
賃
乗
車
証
」
を
発
行
す
る
た
め
の
書

類
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
書
類
の
中
に
は
個
人
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
の
七
冊
に
つ
い
て
は
、
［
二
］
、
昭
和
九
年
～
十
四
年
に
か
け
て
公
傷
退
職
し
た
職
員
に
「
無
賃
乗
車
証
」
を
発
行
す
る

た
め
の
書
類
な
ど
、
［
三
］
、
昭
和
十
九
年
～
二
十
四
年
に
か
け
て
定
期
乗
車
証
発
行
に
関
す
る
書
類
な
ど
、
［
四
］
に
つ
い
て
は
本

文
の
中
で
紹
介
し
た
。
［
五
］
は
昭
和
二
十
年
、
当
時
の
現
職
員
に
対
す
る
乗
車
証
発
行
と
そ
れ
に
関
連
す
る
書
類
な
ど
、
［
六
］
は

昭
和
十
三
年
～
十
六
年
に
か
け
て
、
「
北
支
交
通
会
社
」
に
入
社
し
た
職
員
と
そ
の
家
族
・
遺
族
・
親
戚
な
ど
に
対
す
る
乗
車
証
発

行
に
関
す
る
書
類
な
ど
、
［
七
］
は
昭
和
十
四
年
、
「
華
中
鉄
道
職
員
」
に
関
す
る
乗
車
証
引
換
証
書
類
、
［
八
］
は
昭
和
九
年
～

二
十
一
年
に
鉄
道
省
・
運
輸
通
信
省
鉄
道
総
局
・
運
輸
省
鉄
道
総
局
鉄
道
総
省
な
ど
か
ら
出
さ
れ
た
公
報
や
規
程
関
係
の
書
類
な
ど

で
あ
る
。

　

こ
の
後
に
、
各
簿
冊
の
表
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
項
目
や
名
前
を
表
記
し
て
「
鉄
道
文
書
関
係
」
リ
ス
ト
を
あ
げ
て
お
く
。
な
お
、
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各
資
料
の
冒
頭
に
あ
る
数
字
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

［
一
］　

鉄
道
省
文
書

　

①　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
五
年
至
昭
和
一
五
年　

永
年　

自
一
六
三
〇
一
号　

至
一
六
四
〇
〇
号

　

②　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
五
年
至
昭
和
一
五
年　

永
年　

自
一
六
四
〇
一
号　

至
一
六
五
〇
〇
号

　

③　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
五
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
六
五
〇
一
号　

至
一
六
六
〇
〇
号

　

④　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
六
六
〇
一
号　

至
一
六
七
〇
〇
号

　

⑤　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
六
七
〇
一
号　

至
一
六
八
〇
〇
号

　

⑥　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
十
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
六
八
〇
一
号　

至
一
六
九
〇
〇
号

　

⑦　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
六
九
〇
一
号　

至
一
七
〇
〇
〇
号

　

⑧　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
七
〇
〇
一
号　

至
一
七
一
〇
〇
号
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⑨　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
七
一
〇
一
号　

至
一
七
二
〇
〇
号

　

⑩　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
七
二
〇
一
号　

至
一
七
三
〇
〇
号

　

⑪　

第
十
八
門　

雑　

第
一
種　

七　

乗
車
証　

永
年
勤
続
者
乗
車
証
原
簿

　
　
　

自
昭
和
一
六
年
至
昭
和
一
六
年　

永
年　

自
一
七
三
〇
一
号　

至
一
七
四
〇
〇
号

　

［
二
］　

昭
和
九
年
一
一
月
一
日　

公
傷
退
職
者
乗
車
証
発
行
移
管
通
牒　

中
川

　

［
三
］　

昭
和
十
九
年
以
降　

乗
車
証
調
製
関
係
綴　

総
裁
室
文
書
課

　

［
四
］　

昭
和
十
九
年　

移
動
警
察　

軍
関
係　

国
際
関
係

　

［
五
］　

昭
和
二
十
年　

第
一
八
條
関
係　

　

［
六
］　

華
北
北
支
交
通
会
社
転
出
者
ニ
対
ス
ル
乗
車
証
関
係
起
案
文
書

　

［
七
］　

華
中
鉄
道
関
係
会
社
転
出
者
ニ
対
ス
ル
乗
車
証
関
係
起
案
文
書

　

［
八
］　

規
程
関
係　

主
要
通
牒　

集　
　

秋
元
属
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